
アフターケアを受けるためには、都道府県労働局⻑に申請が必要です。

けがや病気が治ったとき
「治った」とは、完全な回復だけでなく、医療を⾏ってもそれ以上の効果
が期待できず、症状が安定した状態を含みます。

申請の時期

所属事業場を管轄する都道府県労働局⻑申 請 先

アフターケア手帳交付申請書
申請書は都道府県労働局、労働基準監督署にあります。
厚⽣労働省ウェブサイトからもダウンロードできます。
■厚⽣労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

トップページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧
＞ 雇⽤・労働 ＞ 労働基準＞ 施策情報 ＞ 労災補償
＞ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

提出書類

申請は、ケガや病気が治った日の翌日から起算してアフターケア手帳の新
規交付の有効期間として定められた期間内※に⾏わなければなりません。
申請できる期間は、対象となるケガや病気によって異なります。
※アフターケア手帳の新規交付の有効期間に「交付日から起算して３年間です」
と書いてある場合は、治った日の翌日から３年以内が申請可能な期間です。

ただし、次の該当者はアフターケアを必要とする期間に定めがないので、
いつでも申請できます
• せき髄損傷
• 人工関節・人工骨頭置換
• 虚血性心疾患等（ペースメーカ、除細動器を植え込んだ⽅）
• 循環器障害（人工弁、人工血管に置換した⽅）

申請期限

アフターケアを受けるための手続き

ケガを
した日

治った日
の翌日 申請期限

申請期間
（新規交付の有効期間） 申請不可

3
3



仕事または通勤によるケガや病気が治る

労働局⻑へ「アフターケア手帳交付申請書」を提出

労働局で内容を審査

申請者に「アフターケア手帳の（新規）交付・更新
申請に係る交付・不交付決定通知書」が送付される

アフターケア手帳を提示し、
労災保険指定医療機関で
アフターケアを受診

アフターケア手帳が届く

（決定があったことを知った日の
翌日から起算して３か月以内）

不交付の場合

厚生労働大臣に対して
審査請求できる

交付の場合

「アフターケア手帳」の新規交付の流れ
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労 災 太 郎

申請書記載例（新規）

１ ３ １ ０ １ １ ２ ０ ０ ０３ ４ ５ ６ ５ ５ ０ ０ ７ ３ ０

９ ０ ５ ０ ２ １ ０ ０ １ １

千 代 田 区

年年金金受受給給者者のの方方はは、、年年金金証証書書番番号号をを
記記入入ししててくくだだささいい。。ロウサイ タロウ

次次ペペーージジののココーードド表表かからら対対象象傷傷病病
ココーードドをを選選んんでで記記入入ししててくくだだささいい。。

次次ペペーージジののココーードド表表かか
らら現現在在、、おお住住いいのの都都道道
府府県県をを選選んんでで記記入入ししてて
くくだだささいい。。

１ ３

１ ０ ０ ８ ９ １ ６

霞 が 関

１ － ２ － ２

チヨタ ゛ ク

カスミ カ ゛セ キ

０ ３－１ ２ ３ ４－５ ６ ７ ８

１－２ －２

１

９ ０ ５ １ １ １ ０

ケケガガやや病病気気がが治治っったた日日がが分分かかるる場場合合はは記記入入ししててくく
だだささいい。。不不明明のの場場合合はは、、記記入入ししななくくててもも構構いいまませせんん。。

労災 太郎
ロウサイ タロウ

千代田区霞が関１－２－２

100 8916
東京

03 1234 5678

〇 〇 〇
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対象傷病コード都道府県コード

対 象 傷 病 名コード№都道府県コード№都道府県コード№

炭鉱災害による一酸化炭素中毒００滋 賀２５北海道０１

せき髄損傷０１京 都２６⻘ 森０２

白内障等の眼疾患０５大 阪２７岩 手０３

振動障害０６兵 庫２８宮 城０４

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折０７奈 良２９秋 田０５

人工関節・人工骨頭置換０８和歌山３０山 形０６

慢性化膿性骨髄炎０９鳥 取３１福 島０７

尿路系腫瘍１１島 根３２茨 城０８

外傷による末梢神経損傷１４岡 山３３栃 木０９

熱傷１５広 島３４群 馬１０

サリン中毒１６山 ⼝３５埼 玉１１

精神障害１７徳 島３６千 葉１２

呼吸機能障害１９香 川３７東 京１３

消化器障害２０愛 媛３８神奈川１４

頭頸部外傷症候群等（頭頸部外傷症候群）２１高 知３９新 潟１５

頭頸部外傷症候群等（頸肩腕障害）２２福 岡４０富 山１６

頭頸部外傷症候群等（腰痛）２３佐 賀４１石 川１７

尿路系障害（尿道狭さく及び尿路変向術後）２４⻑ 崎４２福 井１８

尿路系障害（代⽤膀胱造設後）２５熊 本４３山 梨１９

慢性肝炎（ＨＢｅ抗原陽性及びＣ型肝炎ウイルス感染）２６大 分４４⻑ 野２０

慢性肝炎（ＨＢｅ抗原陰性）２７宮 崎４５岐 阜２１

虚血性心疾患等（虚血性心疾患）２８⿅児島４６静 岡２２

虚血性心疾患等（ペースメーカ及び除細動器）２９沖 縄４７愛 知２３

脳の器質性障害（一酸化炭素中毒（炭鉱災害を除く））３０三 重２４

脳の器質性障害（外傷による脳の器質的損傷）３１

脳の器質性障害（減圧症）３２

脳の器質性障害（脳血管疾患）３３

脳の器質性障害（有機溶剤中毒等）３４

循環器障害（弁損傷及び心膜病変）３５

循環器障害（人工弁置換後）３６

循環器障害（人工血管置換後）３７

アフターケア手帳交付申請書の「⑫都道府県コード」、「⑦対象傷病コード」には、上
記の表の該当する「コード№」を、それぞれ記載してください。
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